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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

 (注)１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．第17期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

４．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

５．第17期以前についての潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、、新株引受権付社債の新

株引受権残高及びストックオプション制度導入に伴う新株予約権残高がありますが、当社株式は非上場であ

り、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので、記載しておりません。 

６．平成16年２月19日をもって普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。なお、第18期中間

会計期間の１株当たり中間純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。  

回次 第16期中 第17期中 第18期中 第16期 第17期 

会計期間 

自平成13年 
10月１日 

至平成14年 
３月31日 

自平成14年 
10月１日 

至平成15年 
３月31日 

自平成15年 
10月１日 

至平成16年 
３月31日 

自平成13年 
10月１日 

至平成14年 
９月30日 

自平成14年 
10月１日 

至平成15年 
９月30日 

売上高 (千円) ― 982,382 1,013,722 1,323,381 1,909,665 

経常利益又は 

経常損失(△) 
(千円) ― 8,490 10,150 △116,758 124,604 

中間(当期)純利益又は 

中間(当期)純損失(△) 
(千円) ― △18,982 8,195 △240,958 136,268 

持分法を適用した場合の

投資利益 
(千円) ― ― ― ― ― 

資本金 (千円) ― 331,000 540,250 267,250 451,000 

発行済株式総数 （株） ― 3,248 19,584 2,738 5,528 

純資産額 (千円) ― 174,980 707,721 66,517 460,396 

総資産額 (千円) ― 961,135 1,417,968 954,174 1,261,439 

１株当たり純資産額 （円） ― 53,873.22 36,137.72 24,294.03 83,284.51 

１株当たり中間(当期)純

利益又は中間(当期)純損

失(△) 

（円） ― △6,231.33 439.86 △109,228.53 40,471.69 

潜在株式調整後１株 

当たり中間(当期)純利益 
（円） ― ― 427.34 ― ― 

１株当たり中間 

(年間)配当額 
（円） ― ― ― ― ― 

自己資本比率 （％） ― 18.2 49.9 7.0 36.5 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) ― △9,897 68,634 △22,852 135,087 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) ― △33,845 14,484 △187,000 △130,022 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(千円) ― △9,653 21,258 73,613 96,071 

現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
(千円) ― 63,284 322,196 116,681 217,818 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
（名） ― 

49 

(99) 

38 

(82) 

51 

(119) 

41 

(91) 

- 1 -



２【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

３【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

４【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

 (注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に１人１日８時間換算による当中間会計期間の平均人員

を外書きで記載しております。 

(2）労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。 

  平成16年３月31日現在

従業員数（名） 38(82) 
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第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、一部では企業収益が好転し、また、企業の設備投資も回復するなど明るい

兆しは見え始めたものの、雇用情勢や所得環境においては目立った動きはなく、個人消費は依然として厳しい状況が

続きました。 

 食品業界では、ＢＳＥ（狂牛病）や鳥インフルエンザ等といった個人消費を減退させる要因があり、特に外食産業

はそのあおりを受け、低迷が続きました。 

 このような状況のもと、当社は引続き積極的な出店を行いました。 

小売事業では、直営２店舗（FC店からの転換１店舗を含む）、FC39店舗（直営店からの転換２店舗を含む）を出店

した一方、直営２店舗をFC店へ転換し、FC２店舗（直営店への転換１店舗を含む）を閉鎖したことによって、当中間

会計期間末の店舗数は、直営22店舗、FC73店舗となりました。 

 当社の主力商品であります大豆加工食品は、その顧客嗜好の特徴から、夏場（当社では下半期）に売上が増加し、

冬場（当社では上半期）に売上が減少する傾向にあります。当中間会計期間は冬場に当たることから１店舗当たりの

売上が伸びず、苦戦を強いられました。この結果、小売事業の売上高は329,857千円（前年同期比47.9％増）となり

ました。 

外食事業では、FC５店舗を出店し、４店舗を閉鎖したことによって、当中間会計期間末の店舗数は、直営６店舗、

FC32店舗となりました。この結果、外食事業の売上高は597,335千円（前年同期比15.7％減）となりました。 

卸売事業・その他は86,529千円（前年同期比70.3％増）となりました。 

以上のことから、売上高は1,013,722千円（前年同期比3.2％増）、営業利益38,029千円（前年同期比368.2％増）

を計上したものの、営業外費用で上場関連費用11,023千円及び新株発行費9,043千円等を計上したことから経常利益

10,150千円（前年同期比19.5％増）、中間純利益8,195千円（前年同期は中間純損失18,982千円）となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間会計期間末と比較して

258,911千円増加し、322,196千円となりました。 

 当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は68,634千円（前年同期は9,897千円の支出）となりました。これは主に税引前

当期純利益10,150千円、仕入債務の増加額132,202千円、減価償却費42,093千円及び売上債権の増加額△114,858

千円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は14,484千円（前年同期は33,845千円の支出）となりました。これは主に定期性

預金の解約による収入11,500千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果得られた資金は21,258千円（前年同期は9,653千円の支出）となりました。これは株式の発行

による収入239,200千円、長期借入れによる収入200,000千円、長期借入金の返済による支出302,711千円及び長

期未払金の支払による支出115,230千円があったことによるものであります。 
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２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間会計期間における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 (注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は、製造原価で記載しております。 

(2）仕入実績 

 当中間会計期間における仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 (注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は、仕入価格で記載しております。 

(3）受注実績 

 当中間会計期間における受注実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 (注)１．直営店売上及びFC卸売上については、見込み生産のため、受注実績については記載すべき事項はありませ

ん。 

２．FC加盟金収入及びFCその他収入については、受注形態による販売ではないため、受注実績については記載す

べき事項はありません。 

事業別 生産高（千円） 前年同期比（％） 

小売事業 94,622 369.1 

外食事業 46,669 57.3 

卸売事業・その他 11,999 204.4 

合計 153,291 135.7 

事業別 仕入高（千円） 前年同期比（％） 

小売事業 101,468 181.3 

外食事業 139,934 90.4 

卸売事業・その他 14,558 77.7 

合計 255,961 111.5 

区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％） 

FC工事収入 159,608 100.6 － － 
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(4）販売実績 

 当中間会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 (注)１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．小売事業及び外食事業に係る事業形態別販売実績は、次のとおりであります。 

事業別 販売高（千円） 前年同期比（％） 

小売事業 329,857 147.9 

外食事業 597,335 84.3 

卸売事業・その他 86,529 170.3 

合計 1,013,722 103.2 

事業形態別 販売高（千円） 前年同期比（％） 

小売事業   

直営店売上 191,205 96.9 

FC卸売上 109,328 699.0 

FC工事収入 5,266 81.3 

FC加盟金収入 18,000 720.0 

FCその他収入 6,056 519.2 

計 329,857 147.9 

外食事業   

直営店売上 215,601 73.5 

FC卸売上 161,633 134.1 

FC工事収入 129,715 72.9 

FC加盟金収入 18,000 67.9 

FCその他収入 72,385 80.1 

計 597,335 84.3 
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３【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約は、次のとおりであります。  

(1) 小売FC店の事業展開 

５【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

 契約書名  「基本合意書」   

 契約内容 当社にて商品開発・製造する大豆加工食品を用いてのフランチャイズ事業展開   

 契約日 平成16年３月30日  

 契約期間  ―  

 契約先 株式会社ベンチャー・リンク  
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第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

(1）重要な設備計画の変更 

 当中間会計期間において、前事業年度末に計画した重要な設備の新設等の計画は、小売事業、外食事業ともにFC

店の出店を強化するため、直営店の出店を中止することといたしました。 

(2）重要な設備計画の完了 

 該当事項はありません。 

(3）重要な設備の新設等 

 該当事項はありません。 

(4）重要な設備の除却等 

 該当事項はありません。 
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第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 (注)１．完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 39,936 

計 39,936 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 

（平成16年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成16年６月24日） 

上場証券取引所名又は 
 登録証券業協会名 

内容 

普通株式 19,584 19,674 
東京証券取引所 

（マザーズ） 
（注） 

計 19,584 19,674 ― ― 

- 8 -



(2）【新株予約権等の状況】 

① 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成14年５月14日臨時株主総会特別決議） 

 (注)１．新株予約権１個当たりの株式数は、30株であります。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。 

ただし、この調整は本件新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的とな

る株式の数について行われ、調整の結果生じる１株未満の株式については、これを切り捨てることといたし

ます。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により

完全親会社となる場合、当社は目的となる株式の数を調整いたします。 

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたします。 

また、当社が調整前発行価額を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除

く。）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたしま

す。 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により

完全親会社となる場合、当社は行使価額を調整いたします。 

４．新株予約権の行使の条件等 

① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の

地位を有していることを要することといたします。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合、この限りではありません。 

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができることといたします。 

③ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要することといたします。 

④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないことといたします。 

⑤ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約」に定めるところによることといたします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成16年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成16年５月31日） 

新株予約権の数 40個(注)１ 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数 1,200株(注)２ 同左 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき83,334円(注)３ 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年６月１日から 

平成24年５月30日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  83,334円 

資本組入額 41,667円 
同左 

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ 同左 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

1  

 分割・併合の比率  

 

調整後行使価額 ＝ 

既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額  

 既発行株式数＋新発行株式数  
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② 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成15年６月28日臨時株主総会特別決議） 

 (注)１．新株予約権１個当たりの株式数は、30株であります。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。 

ただし、この調整は本件新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的とな

る株式の数について行われ、調整の結果生じる0.01株未満の株式については、これを切り捨てることといた

します。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により

完全親会社となる場合、当社は目的となる株式の数を調整いたします。 

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたします。 

また、当社が調整前発行価額を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除

く。）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたしま

す。 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により

完全親会社となる場合、当社は行使価額を調整いたします。 

４．新株予約権の行使の条件等 

① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の

地位を有していることを要することといたします。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合、この限りではありません。 

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができることといたします。 

③ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要することといたします。 

④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないことといたします。 

⑤ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約」に定めるところによることといたします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成16年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成16年５月31日） 

新株予約権の数 ３個(注)１ － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 － 

新株予約権の目的となる株式の数 90株(注)２ － 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき83,334円(注)３ － 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日から 

平成25年６月30日まで 
－ 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  83,334円 

資本組入額 41,667円 
－ 

新株予約権の行使の条件 (注)４ － 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)４ － 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

1  

 分割・併合の比率  

 

調整後行使価額 ＝ 

既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額  

 既発行株式数＋新発行株式数  
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③ 商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の状況 

（平成15年12月18日定時株主総会特別決議） 

 (注)１．新株予約権１個当たりの株式数は、１株であります。 

２．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整いたします。 

ただし、この調整は本件新株予約権のうち、当該時点において権利行使されていない新株予約権の目的とな

る株式の数について行われ、調整の結果生じる0.01株未満の株式については、これを切り捨てることといた

します。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により

完全親会社となる場合、当社は目的となる株式の数を調整いたします。 

３．当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調

整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたします。 

また、当社が調整前発行価額を下回る価額で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものを除

く。）、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げることといたしま

す。 

また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により

完全親会社となる場合、当社は行使価額を調整いたします。 

４．新株予約権の行使の条件等 

① 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時において、当社の取締役、監査役もしくは従業員の

地位を有していることを要することといたします。 

ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合、この限りではありません。 

② 新株予約権者が死亡した場合、相続人がその権利を行使することができることといたします。 

③ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要することといたします。 

④ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないことといたします。 

⑤ その他の条件については、株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の対象者との間で締結

する「新株予約権割当契約」に定めるところによることといたします。 

 
中間会計期間末現在 
（平成16年３月31日） 

提出日の前月末現在 
（平成16年５月31日） 

新株予約権の数 － 296個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 － 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 － 296株(注)２ 

新株予約権の行使時の払込金額 － １株につき351,000円(注)３ 

新株予約権の行使期間 － 
平成18年５月１日から 

平成21年４月30日まで 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額 
－ 

発行価格  351,000円 

資本組入額 175,500円 

新株予約権の行使の条件 － (注)４ 

新株予約権の譲渡に関する事項 － (注)４ 

 

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 

1  

 分割・併合の比率  

 

調整後行使価額 ＝ 

既発行株式数×調整前行使価額＋新発行株式数×１株当たり払込金額  

 既発行株式数＋新発行株式数  
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(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 (注)１．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

発行価格    260,000円 

資本組入額   89,250円 

払込金総額  239,200千円 

２．平成16年２月19日をもって普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。 

３．平成16年５月19日付の新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が90株、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ3,750千円増加しております。 

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総数  資本金  資本準備金  

増減数(株) 残高(株) 増減額(千円) 残高(千円) 増減額(千円) 残高 (千円) 

平成15年11月28日 

(注)１ 
1,000 6,528 89,250 540,250 149,950 440,950

平成16年２月19日  

(注)２ 
13,056 19,584 － 540,250 － 440,950

  平成16年３月31日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

樽見 茂 埼玉県越谷市弥栄町3-52-18 6,750 34.46 

大田 一水 東京都杉並区浜田山2-14-14 750 3.82 

アクアリムコ６号投資 

事業有限責任組合 

東京港区西新橋1-5-8 

川手ビル７Ｆ 
600 3.06 

株式会社鈴木物産 東京都足立区鹿浜8-18-2 600 3.06 

株式会社ホンダトレーディング 東京都千代田区丸の内1-8-2 600 3.06 

株式会社ユニカフェ 東京都港区西新橋2-11-9 600 3.06 

樽見 浩 埼玉県春日部市樋籠446-2 460 2.34 

日本トラスティ・サービス 

信託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11 433 2.21 

アクアリムコ３号投資 

事業有限責任組合 

東京港区西新橋1-5-8 

川手ビル７Ｆ 
360 1.83 

フランチャイズベンチャー 

育成２号投資事業有限責任組合 

東京都港区赤坂1-14-5 

アークヒルズ・ 

エグゼクティブタワー４Ｆ  

360 1.83 

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町1-5-1 360 1.83 

計 ― 11,873 60.62 
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(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

  平成16年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 19,584 19,584 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

端株 ― ― ― 

発行済株式総数  19,584 ― ― 

総株主の議決権 ― 19,584 ― 

  平成16年３月31日現在

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数(株） 

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
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２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 (注)１．最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズ市場におけるものであります。 

２．＊印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

３．平成15年11月28日付をもって同取引所マザーズ市場に株式を上場いたしましたので、それ以前の株価につい

ては該当事項はありません。 

月別 平成15年10月 11月 12月 平成16年１月 ２月 ３月 

最高（円） ― 492,000
475,000

 ＊170,000
315,000 430,000 309,000

最低（円） ― 430,000
399,000

 ＊150,000
150,000 201,000 227,000
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３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

(1) 新任役員  

該当事項はありません。  

(2) 退任役員  

(3) 役職の異動  

役名及び職名 氏名 退任年月日 

取締役管理部長 河内知幸 平成16年５月31日 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日 

代表取締役社長  代表取締役社長兼営業本部長  樽見 茂 平成16年６月１日

取締役経営企画部長兼管理本部長  取締役経営企画部長  中山文博 平成16年６月１日

取締役生産本部長  取締役生産部長 樽見 浩 平成16年６月１日

取締役営業本部長 取締役店舗開発部長 矢立 実 平成16年６月１日

取締役営業企画室長兼品質管理室長 取締役商品開発部長 渡辺達哉 平成16年６月１日
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第５【経理の状況】 

１．中間財務諸表の作成方法について 

 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成14年10月１日から平成15年３月31日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成15年10月１日から平成16年３月31日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作

成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間会計期間（平成14年10月１日から平成15年３月31日ま

で）及び当中間会計期間（平成15年10月１日から平成16年３月31日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人

により中間監査を受けております。 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成15年10月27日提出の有価証券届出書にとじ込まれたものによ

っております。 

３．中間連結財務諸表について 

 当社には子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成15年３月31日現在） 
当中間会計期間末 

（平成16年３月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成15年９月30日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  74,034   322,196   229,318   

２．売掛金  139,476   223,782   108,924   

３．たな卸資産  24,615   18,550   20,207   

４．その他  24,750   58,665   62,352   

貸倒引当金  △150   △300   △150   

流動資産合計   262,727 27.3  622,894 43.9  420,652 33.3 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 ※1,2 316,941   344,472   333,001   

(2）機械装置 ※１ －   132,458   151,303   

(3）土地 ※２ 233,924   233,924   233,924   

(4）その他 ※１ 85,068   24,784   59,858   

有形固定資産合計  635,934   735,640   778,087   

２．無形固定資産  1,080   1,971   1,994   

３．投資その他の資産  82,842   65,861   69,103   

貸倒引当金  △21,450   △8,400   △8,400   

投資その他の資産
合計  61,392   57,461   60,703   

固定資産合計   698,407 72.7  795,073 56.1  840,786 66.7 

資産合計   961,135 100.0  1,417,968 100.0  1,261,439 100.0 
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前中間会計期間末 

（平成15年３月31日現在） 
当中間会計期間末 

（平成16年３月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成15年９月30日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金  107,187   191,061   58,858   

２．短期借入金 ※２ 15,000   30,000   30,000   

３．一年内返済予定 
長期借入金 

※２ 138,621   100,062   129,539   

４．未払費用  51,063   40,418   44,498   

５．その他  42,450   47,186   49,899   

流動負債合計   354,321 36.9  408,728 28.8  312,796 24.8 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※２ 279,091   205,894   279,128   

２．長期未払金  152,742   93,839   209,069   

３．その他  －   1,786   48   

固定負債合計   431,833 44.9  301,519 21.3  488,245 38.7 

負債合計   786,154 81.8  710,247 50.1  801,042 63.5 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   331,000 34.4  540,250 38.1  451,000 35.8 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  281,000   440,950   291,000   

資本剰余金合計   281,000 29.2  440,950 31.1  291,000 23.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間（当期）未処
理損失  436,925   273,478   281,674   

利益剰余金合計   △436,925 △45.4  △273,478 △19.3  △281,674 △22.3 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   △94 △0.0  － －  71 0.0 

資本合計   174,980 18.2  707,721 49.9  460,396 36.5 

負債及び資本合計   961,135 100.0  1,417,968 100.0  1,261,439 100.0 
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②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   982,382 100.0  1,013,722 100.0  1,909,665 100.0 

Ⅱ 売上原価   542,892 55.3  591,902 58.4  999,652 52.3 

売上総利益   439,490 44.7  421,820 41.6  910,013 47.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   431,368 43.9  383,791 37.8  832,257 43.6 

営業利益   8,121 0.8  38,029 3.8  77,756 4.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,719 0.8  1,071 0.1  62,218 3.3 

Ⅴ 営業外費用 ※２  7,350 0.7  28,949 2.9  15,370 0.8 

経常利益   8,490 0.9  10,150 1.0  124,604 6.5 

Ⅵ 特別損失 ※３  25,993 2.7  － －  31,378 1.6 

税引前中間（当期）純利
益又は税引前中間純損失
（△） 

  △17,502 △1.8  10,150 1.0  93,225 4.9 

法人税、住民税及び事業
税  1,480   1,954   4,077   

法人税等調整額  － 1,480 0.1 － 1,954 0.2 △47,121 △43,043 △2.3 

中間（当期）純利益又は
中間純損失（△）   △18,982 △1.9  8,195 0.8  136,268 7.1 

前期繰越損失   417,942   281,674   417,942  

中間（当期）未処理損失   436,925   273,478   281,674  
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③【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年３月31日）

当中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年３月31日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年９月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

１．税引前中間（当期）純利益又は 

税引前中間純損失（△） 
 △17,502 10,150 93,225 

２．減価償却費及びその他の償却費  30,702 42,093 64,329 

３．有形固定資産除却損  10,417 － 15,028 

４．有価証券売却益  － △112 － 

５．貸倒損失  － － 6,650 

６．貸倒引当金の増加額  14,000 150 7,950 

７．受取利息及び受取配当金  △124 △136 △169 

８．支払利息  6,323 6,042 12,265 

９．売上債権の増加額  △88,935 △114,858 △59,030 

10．たな卸資産の増減額（△は増加額）  △3,612 1,657 795 

11．前払費用の減少額  2,487 4,049 1,190 

12．仕入債務の増加額  55,457 132,202 7,129 

13．未払金の増加額  2,802 2,984 1,086 

14．未払消費税等の増減額（△は減少額）  △4,766 △7,510 3,887 

15．未払費用の減少額  △3,986 △4,079 △10,550 

16．その他  △4,245 4,420 7,445 

小計  △982 77,051 151,233 

17．利息及び配当金の受取額  124 136 169 

18．利息の支払額  △6,179 △4,598 △13,507 

19．法人税等の支払額  △2,860 △3,954 △2,807 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △9,897 68,634 135,087 
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前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年３月31日）

当中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年３月31日） 

前事業年度の要約 

キャッシュ・フロー計算書

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年９月30日）

区分 
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

１．有形固定資産の取得による支出  △45,120 △1,523 △141,342 

２．無形固定資産の取得による支出  － △116 － 

３．投資有価証券の取得による支出  △10,000 － △10,000 

４．投資有価証券の売却による収入  － 652 － 

５．敷金保証金の増加による支出  △1,804 － △3,630 

６．敷金保証金の減少による収入  5,710 500 8,210 

７．その他  17,369 14,971 16,740 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △33,845 14,484 △130,022 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

１．短期借入金の純減少額  △30,000 － △15,000 

２．長期借入れによる収入  － 200,000 146,000 

３．長期借入金の返済による支出  △77,974 △302,711 △233,019 

４．長期未払金の支払による支出  △29,179 △115,230 △59,409 

５．株式の発行による収入  127,500 239,200 257,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △9,653 21,258 96,071 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）  △53,396 104,377 101,137 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  116,681 217,818 116,681 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  63,284 322,196 217,818 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目  

前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年９月30日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格等に

基づく時価法 

 （評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づ

く時価法 

 （評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定） 
 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 (2）たな卸資産 

① 商品 

最終仕入原価法 

(2）たな卸資産 

① 商品 

同左 

(2）たな卸資産 

① 商品 

同左 

 ② 製品 

総平均法による原価法 

② 製品 

同左 

② 製品 

同左 

 ③ 原材料 

最終仕入原価法 

③ 原材料 

同左 

③ 原材料 

同左 

 ④ 未成工事支出金 

個別法による原価法 

④ 未成工事支出金 

同左 

④ 未成工事支出金 

同左 

 ⑤ 貯蔵品 

最終仕入原価法 

⑤ 貯蔵品 

同左 

⑤ 貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償

却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

備を除く。）については、定額

法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、次の

とおりであります。 

建物     ７年～38年 

機械装置   ８年 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

 (2）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

 (3）長期前払費用 

定額法 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

３．繰延資産の処理方

法 

新株発行費 

 支出時に全額費用として処理して

おります。 

新株発行費 

同左 

新株発行費 

同左 

４．引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

５．リース取引の処理

方法 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

同左 同左 
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項目  

前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年９月30日） 

６．中間キャッシュ・

フロー計算書（キャ

ッシュ・フロー計算

書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヵ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。 

同左 同左 

７．その他中間財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。

なお、仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動負債

のその他に含めて表示しており

ます。 

(1）消費税等の会計処理方法 

同左 

(1）消費税等の会計処理方法 

 税抜方式によっております。 

  ────────  ──────── (2）自己株式及び法定準備金取崩等

会計基準 

 当事業年度から「自己株式及

び法定準備金の取崩等に関する

会計基準」（平成14年２月21日 

企業会計基準第１号）を適用し

ております。 

 この変更に伴う損益に与える

影響はありません。 

 なお、財務諸表等規則の改正

により、当事業年度における貸

借対照表の資本の部について

は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 

  ────────  ──────── (3）１株当たり当期純利益に関する

会計基準等 

 当事業年度から「１株当たり

当期純利益に関する会計基準」

（平成14年９月25日 企業会計

基準第２号）及び「１株当たり

当期純利益に関する会計基準の

適用指針」（平成14年９月25日 

企業会計基準適用指針第４号）

を適用しております。 

 なお、同会計基準及び適用指

針の適用に伴う影響はありませ

ん。 
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表示方法の変更 

追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年３月31日） 

 ────────  前中間会計期間において、有形固定資産の「その他」に含めて表示

しておりました「機械装置」は、資産の総額の100分の５を超えること

となったため、当中間会計期間より区分掲記しております。 

 なお、前中間会計期間の「機械装置」は、45,044千円であります。 

前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年９月30日） 

自己株式及び法定準備金取崩等会計 

 当中間会計期間から「自己株式及び法定準

備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計

基準第１号）を適用しております。これによ

る当中間会計期間の損益に与える影響はあり

ません。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正により当

中間会計期間における中間貸借対照表の資本

の部については、改正後の中間財務諸表等規

則により作成しております。 

株式会社ベンチャー・リンクとの業務提携 

 当社は、平成16年３月30日に、株式会社ベ

ンチャー・リンクとの間で、フランチャイズ

事業展開に関する業務提携に係る基本合意書

を締結いたしました。 

 その内容は、次のとおりであります。 

１．業務提携の理由 

 当社が有する「『三代目茂蔵 豆富』を

通じて酒屋・商店街の活性化を目指す」と

いう価値観と、株式会社ベンチャー・リン

クが有する「本業支援型フランチャイズの

展開によって中小企業の活性化を目指す」

という価値観について相互に共感したた

め。 

２．業務提携の内容 

① 当社および株式会社ベンチャー・リン

クは、当社において商品開発・製造する

大豆加工食品を用いて、今後相互に協力

してフランチャイズ事業展開を進めてい

くことに合意する。 

② 当社および株式会社ベンチャー・リン

クは、相互に上記の価値観を認め合い、

今後フランチャイズ事業展開を進めるに

あたっての絶対的な基本方針として、加

盟店の満足・発展を目指して協力するこ

とに合意する。 

 なお、平成16年４月30日付にて「三代目茂

蔵 FC展開に関する契約書」を締結しており

ます。 

未払賞与に対応する社会保険料負担額の処理 

 従来、賞与に対応する社会保険料会社負担

額については支出時の費用として処理してお

りましたが、厚生年金保険法等の改正によ

り、平成15年４月から保険料算定方式に総報

酬制が導入されることに伴い、重要性が増し

たため、当事業年度から未払賞与に対応する

社会保険料会社負担額を費用処理する方法に

変更しております。この変更により、従来の

方法によった場合に比し、営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は、それぞれ930千

円少なく計上されております。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間末 
（平成15年３月31日現在） 

当中間会計期間末 
（平成16年３月31日現在） 

前事業年度末 
（平成15年９月30日現在） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

246,362千円 316,399千円 277,167千円 

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 

 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 

 担保に供している資産は、次のとおり

であります。 

建物 71,783千円 

土地 166,914千円 

計 238,697千円 

建物 35,932千円 

土地 67,010千円 

計 102,942千円 

建物 106,513千円 

土地 233,924千円 

計 340,437千円 

 担保付債務は、次のとおりでありま

す。 

 担保付債務は、次のとおりでありま

す。 

 担保付債務は、次のとおりでありま

す。 

一年内返済予定長期借

入金 
6,996千円 

長期借入金 121,352千円 

計 128,348千円 

一年内返済予定長期借

入金 
14,470千円 

長期借入金 56,530千円 

計 71,000千円 

一年内返済予定長期借

入金 
58,008千円 

長期借入金 146,067千円 

計 204,075千円 

前中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 

受取利息 124千円 

保険等解約返戻金収入 6,417千円 

受取利息 136千円 受取利息 166千円 

協賛金収入 47,619千円 

保険等解約返戻金収入 12,548千円 

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 

支払利息 6,323千円 

新株発行費 996千円 

支払利息 6,042千円 

上場関連費用 11,023千円 

新株発行費 9,043千円 

支払利息 12,265千円 

新株発行費 2,897千円 

※３．特別損失の主要項目 ※３．    ──────── ※３．特別損失の主要項目 

建物除却損 10,417千円 

貸倒引当金繰入額 14,050千円 

 建物除却損 15,028千円 

貸倒引当金繰入額 8,000千円 

貸倒損失 6,650千円 

店舗閉店損失 1,700千円 

 ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額  ４．減価償却実施額 

有形固定資産 29,671千円 

無形固定資産 36千円 

有形固定資産 41,068千円 

無形固定資産 139千円 

有形固定資産 61,209千円 

無形固定資産 122千円 
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 74,034千円 

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金等 
△10,750千円 

現金及び現金同等物 63,284千円 

現金及び預金 322,196千円 

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金等 
－千円 

現金及び現金同等物 322,196千円 

現金及び預金 229,318千円 

預入期間が３ヵ月を超

える定期預金等 
△11,500千円 

現金及び現金同等物 217,818千円 

 ────────  ──────── ２．重要な非資金取引の内容 

割賦等により購入した

資産及びその債務の額 

82,435千円 
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（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械装置 19,084 5,441 13,642 

車両運搬
具 

12,097 8,891 3,205 

工具器具
備品 

74,686 28,722 45,963 

計 105,867 43,055 62,812 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

機械装置 11,934 7,113 4,820 

工具器具
備品 

85,708 49,212 36,495 

計 97,643 56,326 41,316 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

機械装置 11,934 5,920 6,014 

工具器具
備品 

81,836 37,577 44,259 

計 93,770 43,497 50,273 

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 20,908千円 

１年超 44,384千円 

計 65,292千円 

１年内 19,033千円 

１年超 24,584千円 

計 43,618千円 

１年内 18,729千円 

１年超 33,755千円 

計 52,484千円 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額 

支払リース料 11,814千円 

減価償却費相当額 10,492千円 

支払利息相当額 1,622千円 

支払リース料 10,728千円 

減価償却費相当額 9,655千円 

支払利息相当額 1,119千円 

支払リース料 22,164千円 

減価償却費相当額 18,666千円 

支払利息相当額 2,928千円 

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相

当額の差額を利息相当額とし、各期への配

分方法については、利息法によっておりま

す。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成15年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

当中間会計期間末（平成16年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

該当事項はありません。  

２．時価評価されていない主な有価証券 

前事業年度末（平成15年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券 

区分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

株式 540 446 △94 

計 540 446 △94 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 10,000 

内容 中間貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 10,000 

区分 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

貸借対照表計上額が取得

原価を超える株式 
540 660 120 

貸借対照表計上額が取得

原価を超えない株式 
－ － － 

合計 540 660 120 

内容 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 10,000 
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（デリバティブ取引関係） 

前中間会計期間（自 平成14年10月１日 至 平成15年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成15年10月１日 至 平成16年３月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成14年10月１日 至 平成15年３月31日） 

 関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成15年10月１日 至 平成16年３月31日） 

 関連会社を有していないため、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日） 

 関連会社を有していないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前中間会計期間 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１株当たり純資産額 53,873円22銭

１株当たり中間純損失 6,231円33銭

１株当たり純資産額 36,137円72銭

１株当たり中間純利益 439円86銭

潜在株式調整後１株当たり中

間純利益 

427円34銭

１株当たり純資産額 83,284円51銭

１株当たり当期純利益 40,471円69銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、新株引受権付社債の新株引受

権残高及び新株予約権残高がありますが、当

社株式は非上場であり、かつ店頭登録もして

いないため、期中平均株価が把握できません

ので、記載しておりません。 

 当社は、平成16年２月19日付をもって普通

株式１株を３株に分割いたしました。 

 なお、当該株式分割が前期首に行なわれた

と仮定した場合の前事業年度及び前中間会計

期間における１株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりであります。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、新株予約権残高があります

が、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録

もしていないため、期中平均株価が把握でき

ませんので、記載しておりません。 

（追加情報） 

 当中間会計期間から「１株当たり当期純利

益に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

平成14年９月25日 企業会計基準第２号）及

び「１株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成14

年９月25日 企業会計基準適用指針第４号）

を適用しております。 

 なお、当中間会計期間において、従来と同

様の方法によった場合の影響額はありませ

ん。 

前中間会計期間 前事業年度 

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

17,957円 74銭 27,761円 50銭

１株当たり中間純損失 １株当たり当期純利益

2,077円 11銭 13,490円 56銭
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（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

項目  
前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 
至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 
（自 平成15年10月１日 
至 平成16年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成14年10月１日 
至 平成15年９月30日） 

１株当たり中間（当期）純利益     

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円） 
△18,982 8,195 136,268 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

又は中間純損失（△）（千円）  
△18,982 8,195 136,268 

期中平均株式数（株） 3,046 18,633 3,367 

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益 

   

中間（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） － 546 － 

 （うち新株予約権（株）） － （546） － 

希薄化効果を算定できないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含まれなかった潜在株式の概要  

第１回新株引受権付社債 

（新株引受権2,200株）  

平成14年５月14日 

臨時株主総会特別決議  

新株予約権 

（ストックオプション） 40個 

──────── 平成14年５月14日 

臨時株主総会特別決議  

新株予約権 

（ストックオプション） 40個 

平成15年６月28日 

臨時株主総会特別決議  

新株予約権 

（ストックオプション） ３個 

 なお、これらの詳細は、「第

４提出会社の状況、１株式等の

状況、(2)新株予約権等の状

況」に記載のとおりでありま

す。 
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年９月30日） 

１．平成15年６月12日開催の取締役会及び平

成15年６月28日開催の臨時株主総会におい

て有償第三者割当増資を決議し、平成15年

７月１日付で、次のとおり株式数等が増加

いたしました。 

 これにより、平成15年７月１日現在の発行

済株式の総数は3,328株、資本金は341,000千

円、資本準備金は291,000千円となりまし

た。 

株式数 80株

資本金 10,000千円

資本準備金 10,000千円

 ──────── １．当社株式は、株式会社東京証券取引所の

承認を得て平成15年11月28日にマザーズ市

場に上場しております。上場に当たり、平

成15年10月27日及び平成15年11月10日開催

の取締役会において、新株式の発行を決議

し、平成15年11月27日に払込が完了いたし

ました。 

 その概要は次のとおりであります。  

（１）発行新株式 普通株式1,000株  

（２）発行価格 １株につき260,000円 

（３）発行総額 260,000,000円 

（４）資本組入額 １株につき89,250円 

（５）資本組入額

の総額 

89,250,000円 

（６）申込期日 平成15年11月25日 

（７）払込期日 平成15年11月27日 

（８）配当起算日 平成15年10月１日 

（９）募集方法 ブックビルディング方

式による一般募集 

（10）資金の使途 借入金返済及び運転資

金に充当する予定であ

ります。 
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前中間会計期間 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年３月31日） 

当中間会計期間 

（自 平成15年10月１日 

至 平成16年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成14年10月１日 

至 平成15年９月30日） 

 ────────  ──────── ２．当社は商法第280条ノ20及び商法第280条

ノ21の規定に基づき、平成15年12月１日開

催の当社取締役会及び平成15年12月18日開

催の定時株主総会において、当社取締役、

監査役及び従業員に対して、ストックオプ

ションを目的とした新株予約権を付与する

ことを決議いたしました。 

 なお、当該決議内容は次のとおりであり

ます。 

  （１）新株予約権

の数 

300個（上限） 

（２）付与対象者

の区分及び

人数 

取締役６名、監査役３

名、従業員39名 

（３）新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

普通株式 

（４）新株予約権

の目的とな

る株式の数 

300株（上限） 

（５）新株予約権

の行使時の

払込金額 

新株予約権発行日の前

月各日（取引が成立し

ない日を除く）の東京

証券取引所における当

社株式普通取引の終値

の平均値に1.05を乗じ

た金額とし、これによ

り1,000円未満の端数

は切り上げる。ただ

し、その金額が新株予

約権発行日の前日の終

値（取引が成立しない

場合はそれに先立つ直

近日の終値）を下回る

場合は新株予約権発行

日の前日の終値とす

る。 

（６）新株予約権

の行使期間 

平成18年５月１日から

平成21年４月30日 

 ────────  ──────── ３．平成15年12月15日開催の取締役会によ

り、次のとおり株式の分割を決議いたしま

した。 

 ①分割方法  

 平成15年12月31日現在の株主に対し、

1：３の割合で株式の分割を行う。  

 ②分割により増加する株式の種類及び数 

 普通株式とし、平成15年12月31日最終の

発行済株式総数に２を乗じた株式数とす

る。 

 ③株式分割の日 

 平成16年２月19日 

 ④新株の配当起算日 

 平成15年10月１日 
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(2）【その他】 

 該当事項はありません。 
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第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）有価証券届出書及びその添付書類 

 有償一般募集増資（ブックビルディング方式による募集） 

 平成15年10月27日関東財務局長に提出 

(2）有価証券届出書の訂正届出書 

 (1）の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。 

 平成15年11月11日及び平成15年11月13日及び平成15年11月19日関東財務局長に提出 

(3）有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第17期）（自 平成14年10月１日 至 平成15年９月30日）平成15年12月19日関東財務局長に提出 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 
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独立監査人の中間監査報告書 

  平成16年６月23日

株式会社篠崎屋   

 取締役会 御中  

 新日本監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 樫 谷 隆 夫 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士 網 本 重 之  

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行なうため、「経理の状況」に掲げられている株式

会社篠崎屋の平成15年10月１日から平成16年９月30日までの第18期事業年度の中間会計期間（平成15年10月１日から平成

16年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行なった。 この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社篠崎屋の平成16年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成15年10月１日か

ら平成16年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以上

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社

が別途保管しております。 



中間監査報告書 

  平成15年10月24日

株式会社篠崎屋   

 代表取締役社長 樽見 茂 殿   

 新日本監査法人  

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士  樫 谷 隆 夫 

 
代表社員 

関与社員 
 公認会計士  網 本 重 之  

  当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社篠崎屋の平成14年10月１日から平成15年９月30日までの第17期事業年度の中間会計期間（平成14年10月１日から平成15

年３月31日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書

について中間監査を行った。 

 この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常

実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸

表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

 中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間

財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の

表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに

準拠しているものと認められた。 

 よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が株式会社篠崎屋の平成15年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間会計期間（平成14年10月１日から平成15年３月31日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。        

以上

※ 上記は、半期報告書提出会社が提出した有価証券届出書に綴り込まれた前中間会計期間の中間監査報告書に

記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が別途保管しております。 


